
雇用上限5年切りは

違法・無効です

組合の2017年度活動方針
・就業規則（契約職員の雇用上限5年規定）の改正を要望
・無期転換申込みについて契約職員組合員をサポート

2017年8月17日団交での
大学の提案に組合は反対

今までの研究員や事務
補佐員はみんなクビ？
困る！！！

union@hiroshima-u.ac.jp

大学側回答 組合の要求
有期雇用大学教員は更新上限を
10年に延長

上限設定は違法だが、上限問題の
先送りは評価。

事務・技術系契約職員は、雇用
経費が確保できると大学が判断
した場合のみ公募により無期転
換

上限設定は違法。無期転換への公
募はそれまでの5年間を試用期間と
みなすもので違法。今後の雇用見
通しを明確に示せ。

外部資金雇用者は継続雇用なし 一つのプロジェクトが異なるス
キームで継続されている実態を無
視している。

非常勤職員には定年制 不要

「無期転換ルールを避けることを目的として、無
期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、
労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではあ
りません」と労働局も述べています。
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